
 
 
 
 
 

 １ 不本意非正規対策に係る取組 
（１）「キャリアアップ助成金」の拡充による派遣労働者等の正社員転換、「多様な正社員」を新た

に導入しようとする企業に対するコンサルティング等の支援等 

 

（２）フリーター等に対する就職支援機関の周知の更なる強化による利用の促進 

 

（３）各種セミナーや担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介等の支援の活用の促進 

 
 
 

 ２ 学卒正社員就職実現に係る取組 
（１）若者の雇用管理の状況が優良な、地域の中小企業に対する若者雇用促進法に基づく認定（ユ

ースエール認定）の取得の促進 

 

（２）地元での就職を希望する高校生の就職実現のため、高校と連携した就職支援 

 

（３）平成 28 年３月から施行される若者雇用促進法に基づく職場情報提供制度及びハローワークに

おける求人不受理制度の周知 

 

 
 

 
 

（１）キャリアアップ助成金の有期雇用から正規雇用への転換等に係る助成の拡充等による更なる

活用促進 

 

（２）新規学卒枠での応募機会の拡大及び採用・定着を図るため創設される、３年以内の既卒者や

中退者を対象とした助成金制度の活用促進 

 

（３）地域若者サポートステーションと学校やハローワーク等の関係機関との連携強化 

「非正規対策・学卒正社員就職実現キャンペーン」の実施 

平成 28 年 1 月～3 月 

１ 「非正規対策」に係る取組 
 

２ 「学卒正社員就職実現」に係る取組 

３ 一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策 


